
養成科成績評価要領 

 
三 農 大 規 則 第 ５ 号 

   昭和４７年 ８月２２日 

改正 昭和５３年 ５月１０日 

改正 昭和６１年 ４月 １日 

改正 平成 ５年 ４月 １日 

改正 平成 ７年 ４月 １日 

改正 平成１２年 １月 ５日 

  改正 平成２３年 ２月 ３日 

改正 平成２５年 ３月 ６日 

改正 平成２６年 ３月１７日 

改正 平成３１年 ３月 ８日 

改正 令和 ３年 ３月 ９日 

 

 

三重県農業大学校校則第１０条に基づく成績の評価は、この要領の定めるところによる。 

 

１ 評価基準    

（１）教養科目・専門科目 

   講義が終了した時点で筆記試験を行う。但し、レポート等とすることもできる。 

   なお、演習科目は出席５０％、技能５０％で評価する。 

（２）専攻科目 

   講義が終了した時点で筆記試験を行う。 

   但し、専攻実習等の評価は次のとおりとする。 

  ア 専攻実習・産地実習・専攻実験 

    出席５０％、態度２０％、技能３０％で評価する。 

  イ 農家実習 

    実習講師による評価５０％、実習報告書による評価５０％とする。 

  ウ 課題解決演習 

    プロジェクト発表の内容を８０％（発表行為５０％、審査点３０％）、各専攻の評 

価を２０％で評価する。 

  エ 卒業論文 

    提出論文(本文)の内容を８０％、卒業論文発表の内容を２０％で評価する。 

 

２ 筆記試験等受験資格 

  試験（評価）を受けることができる者は、各科目の履修時間の３／４以上（遅刻等時間も換算）

出席した者でなければならない。 

但し、専攻実習は、年次毎に９／１０以上（遅刻等時間も換算）出席した者を評価対象とする。 

 

 

３ 不正行為 

  受験中、不正行為があった場合は、ただちに答案を回収し、退室を命令する。 

  その答案は無効とする。 



 

４ 評価・単位認定 

（１） 成績の評価は、１の評価基準に基づき１００点法で採点し、優、良、可及び不可の評語を 

もって次のとおり評価し、優、良及び可を合格とする。 

判     定    合         格 不 合 格 

評 価 

評 価 優 良 可 不 可 

評 点 ８０点～ 

 １００点 

７０点～ 

  ７９点 

６０点～ 

  ６９点 

６０点未満 

（２） 卒業論文及び課題研究については、別途定める期日までに提出がない場合、評価対象とし 

ない。 

（３）履修した科目の評価において、合格した科目の単位を認定する。 

 

５ 追試験、再試験等 

（１）追試験：やむを得ない理由で試験を受けることができなかった者は、学校長に願い 

出て追試験を受けることができる。追試験は本試験と同等に扱う。 

なお、やむを得ない理由とは、「通学困難時等の授業取扱規程」（第１条）に規定する理由に

よるものとする。  

（２）再試験：試験を受け合格しなかった者は、学校長に願い出て再試験を受けることが 

できる。再試験は原則１回とし、再試験による合格の評価は可とする。 

（３）追試験願及び再試験願の提出については、担当の教官の裁量によって省略することができる。 

（４）卒業論文及び課題研究については、別途定める期日までに提出がなかった場合、（２）及び（３）

に準ずる措置を講ずることができる。 

 

６ 遅刻、欠席等 

３０分を超える遅刻、中座及び早退は欠席として扱う。 

  学校長が特に認めた研修、その他行事へ参加のため、授業又は実習等を受けられない場合は、

これを出席として扱い、補習等を行う。 

 

７ 進級 

  進級の要件は、二年課程の１年次において、単位未修得科目が原則として必須科目の２科目以

内の者とする。 

 

８ 卒業及び修了 

（１）卒業：二年課程において所定の科目を履修（１０８単位以上）した者に対して、卒業を認定

する。 

（２）修了：一年課程において所定の科目を履修（５３単位以上）した者に対して、修了を認定す

る。 

 

附 則 

１ 施行期日 

  この要領は、令和３年３月３１日から施行する。 

 


